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公布された条例のあらまし

○　辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例（条例第62号）

　１　目的について定める。（第１条）

　２　県民投票の実施等のため必要な事項を定める。（第２条から第７条まで）

　３　投票の秘密保持、効力及び結果の尊重等について定める。（第８条から第10条まで）

　４　情報の提供及び投票運動について定める。（第11条及び第12条）

　５　事務処理の特例及び規則への委任について定める。（第13条及び第14条）

　６　この条例は、公布の日から施行する。（附則）
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